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実務家教員インタビュー

はじめに

学生 本 日はよろしくお願い致 します｡早速

ですが,先生は,司法修習は何期でい らっしゃ

いますか?

森田 34期ですね｡今年ち ょうど研修所卒

業 30年 目です｡後で述べる事情で,30年 目を

期 して弁護士を辞めることになります｡

1 教員となった経緯と神大ロー今昔

学生 神大に赴任 されたきっかけは?

森田 神大で法科大学院を設立するとい う計

画があり,横浜弁護士会 もそれに協力すること

になりました｡私は,以前から情報公開と医事

法 とい う分野について関心を持 ってお り,これ

らの分野で教える機会があればと思っていたの

で, 日弁連に教員希望者 として登録 していまし

た｡教員をする気があるならちょうどオファー

のきている神大ではどうかとい うことになり,

神大側で求められていた科目は民事法,行政法

の演習 と実務基礎科目で したが,情報公開法制

森 田 明
(本法務研究科教授 ･当時)

と医事法 も合わせて担当することとなり,みな

し専任 としては多数の科 目を持つ形で,神大の

教員となったわけです｡

学生 そうすると,もともと教えるとい うこ

とに興味があって,ご自分の持 っていらっしゃ

る学識を伝えたい とい うことだったのですね｡

森田 それもあります し,自分の得意 と思っ

ている分野についても,さらに勉強を深めてみ

たい とも恩いました｡

学生 神大の法科大学院が始 まった ときは,

どんな感 じだったで しょうか｡校舎がまだでき

ていなかった と聞いてお りますが｡

森田 そうですね｡1年 目は,既修者 と末修

者 を合わせて50名の学生がい ました｡学生の

研究室は,14号館にあ り,授業は主に 11号館

でやっていました｡教員の研究室は,研究者教

員については法学部 と同じ17号館,私 ら実務

家教員については学生 と同 じ14号館にありま

した｡教授会は,17号館 まで行 ってやるとい

う具合でした｡講義や会議をあちこちでやると

い う感 じで,これら全てがまとまって独立 した

建物になっている現在からすればずいぶん不便

だったわけですが,それでも学生も多かったし,

結構みんな元気で したから,なかなか楽 しかっ

たですね｡

2 情報公開訴訟と医療訴訟

学生 先生は情報公開や医事法をご専門にさ

れていますが,それは修習生の頃から関心を持

っておられた とい うことで しょうか ?
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森田 いろんなことに首をつ っこみましたが,

結局は修習生の頃からや り始めたことのうちで

主にその2つの分野が残 った とい う感 じです｡

医療過誤の問題は,ずっと続けてやってきまし

た｡また,情報公開については,結果的にパイ

オニア的な仕事をしてきた と思 っています｡ち

ょうど修習生のころから弁護士になるくらいの

時期に情報公開の制度化が進んでいたので,そ

れ と並行 して,キャリアを重ねることになった

とい うことですね｡

学生 それぞれに興味を持たれたきっかけは

どのようなことで しょうか ?

森田 医療過誤については,ちょうど横浜で実

務修習が始 まる時期に,神奈川県で医療問題弁

護団ができたところで,私は修習生の分際でそこ

に顔 を出して,それ以来ずっとやってきました｡

情報公開については,個々の請求が認められ

るかどうか とい うことだけではな くで,公開に

よって行政のあり方をかえるインパ クトをもち

うるとい うおもしろさがありますね｡救済機関

である情報公開審査会 とい う仕組みは,実質柿

奈川県が初めてです｡私はその審査会の最初の

事例から関与することになりました｡情報公開

を請求する側に立 って活動する弁護士は,他に

はあまりいなかったので,私の得意分野 とい う

ことにな り,またそれを聞いて自然にそうい う

事件の依頼が集 まって くるようにな り,結局専

ら請求者側の代理人 として20年近 くや って き

ました｡その後,2000年 を過 ぎた頃か ら,近

子市の審査委貝,あるいは県の個人情報保護審

査会の委員など自治体からの依頼で救済機関の

仕事 もするようになりました｡

学生 すると,情報公開の分野は,先生が切

り拓いた とい っても過言ではない ようですね｡

森田 まあ,そ うい う人々の うちの 1人で し

ょうね｡率直に言 って,情報公開の分野では,

たぶん全国でみて豊富な経験を有する弁護士の

うちで トップ10人の中に入 ると思い ます｡医

療過誤についは,専門家は多いので, トップ

100人 ぐらいの中になん とか入る程度か と思い

ますが｡

学生 先生のライフワークとしては,情報公

開の方 とい うことで しょうか ?

森田 ある意味現時点でそ うい うふ うに決断

した とい う面はあります｡ただ,情報公開 とい

うのは,内容はさまざまなので,実はものすご

くいろいろな分野に関わる問題なのです｡医療

分野 もそうだ し,他のいろんな環境問題であっ

た り,消費者間題であった り,そ うい う問題が

あって情報公開請求 ってい うのが出て くるわけ

ですから｡

3 印象に残る事件

学生 今 までのご経験で印象に残 った事件が

ありますか ?

森田 情報公開について印象に強 く残 ってい

るのは,一番初期の裁判で,神奈川県を相手 と

するマンションの建築確認図面の公開請求の件

です｡このケースは,神奈川県 としては初の情

報公開訴訟で した｡最初に公開請求の大部分 を

拒否 され,不服申立てをして審査会の判断を得

ました一ちなみにこれは情報公開審査会 とい う

制度が初めて利用 されたケースでもあります-

が,充分な結果が出なかったので,裁判 を起こ

しました｡

ところが,なん と一審で原告適格なしとして

却下 されて しまい ました (横浜地判昭和 59年

7月25日判時 1132-113)｡条例上は請求権があ

ると明記 されているのですが,裁判所の考え方

は,単に情報公開請求が拒否 されただけでは足

りず,それ以外の自己の具体的な権利,利益に

影響を受ける者でなければ原告適格がない とい

うもので,県側 も全 く主張 していないことで し

た｡私は一審でい きな り結審 となった時点で驚

いて,修習生時代以来のいろんなつなが りでほ

かの弁護士に協力を求め,弁護団を作 りました｡

また-審判決の前後にいろんな学者の人に意見

を聴 きにい きました｡お名前 を出すのもはばか

られるような大先生にもお願い してア ドバイス

をもらった りしました｡そして,控訴審になっ
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たのですが,控訴審は1回で結審 して,-審判

決を逆転 し原告適格を認めて差戻 しとの判決を

受けました (東京高判昭和 59年12月20日刊

時 1137-26)｡結論はよか ったのですが,判決

の中で気になったことがありました｡情報公開

制度は県政の適正な運営を因るための公益的な

制度であって,請求者の利益のためのものでは

ないから,客観訴訟 として制度化 されるぺ きだ

とも言えるが,この条例では利害関係を擬制 し

て請求権を付与 して主観訴訟になるようにして

お り,そのような立法 も不可能 とい うわけでは

ないから,公開を拒否 されることで原告適格あ

りと認めてよい, とい うのです｡私は,請求権

が規定されていてそれが拒否されれば原告適格

が認められるのは当然 と思っていましたから,

行政訴訟の理屈 とはなん とややこしいものか と

考えさせられました｡

これは情報公開条例についての訴訟ですが,

その後,情報公開法を制定する際にはこの裁判

を念頭において,公開請求を拒否されたこと自

体で原告適格があることが確認 され,またこの

事件の差戻審で議論 された個人情報の定義や著

作権 との関係などの点を意識 して立法化 されま

した｡

もう1つ,最近のケースですが,いわゆるイ

ンカメラ審理に関するものがあります｡要する

に,裁判所の審理において,非公開文書を裁判

官が直接が見て公開の可否を判断するとい う手

続です｡インカメラに関する明示の規定はない

けれども,裁判所によっては,行政側の同意が

あればいろいろ工夫 してやっている例がありま

した｡ しかし,国は非常にかた くなで,この手

続には応 じていません｡そうい う中で,私が担

当した沖縄の米軍- リ墜落事故を巡る文書の情

報公開訴訟で,福岡高裁がインカメラ審理をす

る旨の提示命令を出して くれたわけです (福岡

高決平成 20年 5月20日刊時2017-28)｡もっ

とも,最高裁では逆転 されました (最 (1小)

決 (許抗)平成 21年 1月15日民集 63-1-46)0

しか し最高裁の決定では,法律上根拠がないか

119

らできないのだとい う考え方が示され,これは

1つの収穫で した｡従来は,インカメラ手続は,

憲法上の裁判の公開原則 との関係で許されない

とい う見解があったのですが,最高裁は,法律

で規定を設ければ可能であることを前提 とした

判断を示 したのです｡ さらに,二人の裁判官の

補足意見で,む しろ積極的に法律でインカメラ

規定を設けるぺ きだとい うことが述べ られまし

た｡そうい う判断を最高裁から引き出したので

す｡その後,情報公開法の改正案が国会に提出

されましたが,その中ではインカメラ審理を導

入することとされています｡これは非常に大き

な意味があって,最高裁がああい う言い方をし

なければ,現時点でインカメラ手続の法制化へ

の動きを作 り出すことは難 しかったと思います｡

ある分野に継続的に携わっていると,時には

最高裁の見解を引き出した り,国会の立法に作

用するような事件に遭遇することもあるのです

ね｡この件に関しては,やはり最高裁の裁判官

が正面から問題を受け止めて考えて くれたので,

こうい う結果 となったと思います｡

いま紹介した2つのケースは,どちらも訴訟の

争点が,制度のあり方を変えてい くことになっ

たので,そうい う意味でも印象に残 っています｡

4 内閣府情報公開 ･個人情報保護審査会

学生 先生は,この9月一杯で情報公開の仕

事につ くために弁護士を辞め,神大 も退職 され

るとい うことですが,今度の先生のお仕事の正

式な名前はどうい うものでしょうか ?

森田 ｢内閣府情報公開 ･個人情報保護審査

会｣の常勤委員です｡情報公開 ･個人情報保護

審査会設置法に基づ くものです｡もともと神奈

川県が条例を作るときに,裁判 とは別の第三者

的な救済機関を設けることになり,外部の委員

からなる審査会を設置 して,不服申立があった

ときにそこに諮問 し,答申を得て判断をすると

い うや り方を採用 しました｡審査会は,自治体

の機関 としては,独立 した裁決権を持つことが

できないので,諮問機関 とい う形にしたのです｡
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そうしたところ,初期の神奈川県の審査会では,

原決定を覆 して公開を拡げる判断を結構積極的

にやったのです｡一時期は8割位の割合で行政

側の決定が覆 されていました｡それで社会的に

注目されて,各地で審査会方式が導入 されたの

ですが,通常の行政争訟に比べると非常に高い

救済の結果を得ることができました｡審査会方

式が定着 してきたので,国が情報公開法を作る

ときに審査会の方式を導入 しようとい うことに

なったわけです｡

学生 では,先生は,どのような経緯で,常

勤委員に選ばれたのですか?

森田 国の審査会の場合,全 15名の うち5

名が常勤の委員になっています｡これまでその

構成は裁判官出身が2名で,検察官出身が2名,

それに行政庁出身が 1名｡つまり,常勤委員が

広い意味での公務員出身でかためられているの

です｡ しかも実情 として常勤委員が実質的に審

議を相当 リードしているのです｡それで従来 日

弁連の方では,弁護士も常勤委員に入れろとい

うことを言 っていたわけです｡2005年頃以降

は意見書の形でも出しています｡

そして実は,私は,その意見書を出す直前ま

で 日弁連のその意見書をとりまとめた委員会の

委員長を務めていました｡意見書を出すにあた

っては,弁護士の中から具体的に候補者を推薦

できるとい う姿勢を示すことも必要なのですが,

常勤の委員は,弁護士業務を兼ねることができ

ないので,引き受け手はなかなかおらず,立場

上,｢万一意見が通 った場合には｣私が引き受

けざるを得ない感 じになりました｡その後法科

大学院で教える立場で勉強する中で,1つの分

野に特化 して更に深めてみたい とい う気も出て

きました｡こうした背景 と,もろもろの実績が

評価 されて私が採用されることになったのか と

思います｡

学生 仕事内容はどんなものですか ?

森田 ある人が情報公開請求をしたけれども,

不開示の決定あるいは一部開示の決定がなされ

て,これに納得できない とい う場合に,行服法

に基づ く異議申立てなり審査請求をしますね｡

それを受けた行政庁が審査会に諮問するわけで

す｡審査会は,不開示の決定理由の是非につい

て判断 しますが,その際,そもそも問題の文書

がどうい う文書なのか,どうい う流れの中でど

うい う目的で作 られるのか調べる｡さらに審査

会はそれこそインカメラができますので,現物

の文書を見て確認をするとい うようなことをや

って,その上で必要があれば片方なり双方から

事情聴取をして答申とい う形で意見をまとめる

わけです｡

学生 とい うことは,いままで先生は公開 し

てほしい とい う請求側にいらしたのが,むしろ

反対に,審査する立場になるのですね?

森田 反対に,ではな く中立的な立場で審査

するわけで,私は,そうい う仕事 も逗子市 とか

神奈川県である程度はやってきたわけです｡

学生 先生は,今回審査会のお仕事をされる

ことによって弁護士登録 も抹消 して しまうと伺

っていますが?

森田 審査会の常勤委員は,設置法で兼業を

禁止 されています｡常勤委員は報酬を得る業務

をしてはならないとい うわけです｡登録だけ残し

ておいて仕事をしなければよい とい うこともい

えますが,私は,この際区切 りをつけたい と考

えました｡とい うのは,他の常勤委員,すなわち,

裁判官や検察官出身の委員も前職を辞めて来ま

すので,いずれ も常勤委員の肩書 きは ｢元○

○｣なのですね｡ したが って,私 も,｢元弁護

士｣の方が,すわりがいいのかなと思いました｡

もうちょっとかっこよく言 うと,何年か前の

NHK大河 ドラマで ｢篤姫｣ とい うのがあ りま

したが,その篤姫が,嫁入 りするために分家か

ら本家へ移るときに,ずっと篤姫の面倒を見て

いた婆や さんが ｢女の道は一本道にござい ま

す｡ さだめに背 き,引き返すは恥にございま

す｡｣ と言 って送 り出すわけです｡で,ち ょっ

とあれを思い出してですね,事情はだいぶ違 う

ちのの,やっぱり戻ることとかは,考えずに専

念をするとい う姿勢を大事にしようと思ったわ
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けです｡それで,弁護士登録 も抹消 しました｡

学生 男の道は一本道, もしくは森田先生の

道は一本道みたいな感 じですね｡

森田 まあ,前に進むためには,けじめをつ

けなければ ならないこともあるのだ と思ってい

ます｡

5 もうひとつの一本道

学生 次は少 しくだけた感 じで,お話を伺い

たいのですが｡森田先生 といえば研究室の内部

に歌手浜崎あゆみのポップ (立て看板)があり

ましたが,あれは 1期の先輩の方達からの贈 り

物だそうですね ?

森田 そ うですね,1期既修の学生達が卒業

するときに,贈 って くれたものです｡あゆの結

婚を機に今はたたんで しまってありますが｡

学生 先生 と浜崎あゆみの出会いについて聞

きたいのですが｡

森田 出会い とい うほどのものはあ りません

学生 彼女の最初の曲は,｢pokerface｣で し

たで しょうか ?

森田 そうですね｡ しか し,あの頃は,私は

まだ彼女のファンではありません｡彼女がデビ

ューして 3年 目,2000年頃か らのファンです｡

彼女が広 く知 られ始めるくらいの時期です｡

学生 Dependonyouぐらいですかね ?

森田 あれもまだ初期ですね｡ ファンになっ

たのはサードアノレバムの前 ぐらい｡ただ,曲的

には初期の方がいい と思いますけれども｡当時

横浜弁護士会の副会長の任期が終わった ところ

で少 し気が抜けていて,好 きな歌手やアイ ドル

の 1人 くらい持 っていたほ うがよいか とつい思

ったんですね｡それで, どうせファンになるな

らば,徹底的に知 っておきたい と思 うわけです｡

しか し,すでに著名な歌手は,楽曲も多い し,

なかなかそのすべてを知ることは大変です｡そ

こでこれから売れてい くような人に着 目して,

情報を集めてみようか とい うところから始 まっ

たわけです｡そして ｢あゆの世界｣にのめりこ
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んでい くわけですね｡

学生 そっちの道で も一本道な感 じですね｡

森田 まあそ うです｡

学生 浜崎あゆみに注 目したのは, どうい う

理由からで しょう?

森田 彼女は,自分な りのこだわ りを非常に

持 っていて,それを自ら歌詞に して率直に訴え

てい くとい う姿勢があったからかなと思います｡

学生 特に歌詞がいい と思われる歌は?

森田 歌詞 としてみた場合に,一番すごいな

と思 ったのは,｢Trauma｣ とい う曲で,これ

は当初 ミニアルバム ｢A｣に収録 されたもので

すが,あの歌詞はすごい｡｢与 えられた自分だ

けの 正気 と狂気があって そのどちらも香定せ

ずに存在するなら｣ とい うくだ りなどは,ああ,

なんてい う表現だろうって思い ましたね｡それ

は,弁護士業務 をする中でも,正気 と狂気が同

居するってい うか,紙一重みたいな人が結構あ

らわれるので共感 を覚えるわけです｡そのどち

らも否定 しない とい うのもすごい発想だ と思い

ます｡

ある時期,ある歌手が活躍 しているとい うのは

一種の社会現象ですから,そこに自分の生き方に

とっての ヒントを感 じることもあると思い ます｡

6 学生に望むこと

学生 いままでのお話 を伺 っていて,努力す

る,一本道を歩む等 プレないで生 きるとい うメ

ッセージを頂いたように思います｡それで,い

ま神大又は神大生がやるべ きことについては,

どのようにお考えで しょうか｡

森田 神大法科大学院の特色 としては,ある

荏,専門性を持 った大学院 とい う位置付けがで

きます｡つまり,小規模校だけれども,特に自

治体行政や国際人権 とい う分野について専門性

を持 った人を育てる基盤があります｡ もちろん

それだけではあ りませんが,そうい う要素をも

っています｡また,ほかにもそのような例はあ

ります｡た とえば,猫協大学の法科大学院では,

子供の人権を重視する方針をもっています｡学
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生諸君には,そうい う神大が特色 としている分

野について関心を持 って勉強 してほしい とい う

気持ちがあります｡自分の学習経験を基にして,

1つの得意分野を持 って欲 しい と思 うのです｡

学生 専門分野を持つ とい う姿勢が大事であ

るとい うことですね｡

森田 まあそうですね｡ もっともどんな専門

分野を持つかは偶然の要素 もあるので狭 く決め

てかからないほ うがよい ともいえます｡それ と,

今の学生諸君は,すでに司法試験に合格 した先

輩たちが学修の手助けをして くれているので,

その機会を捉えて,先輩弁護士のいろいろな仕

事上の苦労や弁護士 としての生 き方についても

話を聞いて,参考にして欲 しい と思いますね｡

7 学修の方法

学生 では,大学院での学修ではな くて,わ

れわれ学生は,新司法試験にどう対処 したらよい

のか とい う少 し実践的な問題についてご教示い

ただければと思います｡大学教授 としてより,受

験の経験者 として どのようにお考えで しょうか｡

森田 やは り与えられた事例 をどうみるか,

その場で自分の頭で考える必要があります｡学

生諸君は,普段そうい う訓練をしているはずで

すが,本番の試験になると,つい ｢書 く準備の

できている｣論点を引き出 して書 き連ねるとい

う傾向があります｡ しか し,試験する方は,知

識 を切 り売 りして欲 しいわけではな くて,この

間題について ｢あなたは今 どう考えるのか｣ と

い うことを聞いているので,それを答えなけれ

ばなりません｡だから,そうい う発想を持 って

ほしい と思います｡

学生 難 しいですね｡

森田 しか し,まさにそれが問われるのです｡

単純に典型的な論点そのまま書けばよい ような

問題は,まず出題 されません｡それをひとびね

りして考えさせるところに意味があるので,そ

れを受け止めていかない とまずいですね｡私 も

受験勉強中,試行錯誤 しながら,試験答案 とし

ては,その場で考えて自分なりに組み立てて書

けば,そんなにた くさんいろんなことを書かな

くてもよいのではないか と思 うようになって,

そこからまともな答案が書けるようになって,

急激に成績が伸びた とい う感覚があります｡

学生 以前伺 った ところでは,先生は,中央

大学では,法友会 とい う司法試験のための研究

室で勉強 されたのですね｡

森田 中大には真法会などをはじめとする老

舗の研究室があ りますが,それらに比べると,

ごく小 さな研究室で したね｡そこで大学 3年の

ときから3年間,ゼ ミをやった り,答案練習を

した りしました｡週 1回半年間続 く答練を欠席

な しで3クール (3年間)続けました｡答練は

体系的に組 まれているので,それに合わせて学

修すると,半年間で全分野の基本書 を2回読む

ことにな ります｡いまでも,そ うい うリズムを

つけてムラな く学修 したことがよかったと思い

ます｡それから, レベルアップするためには答

案の書 き直 しとい うのが結構大事です｡だから,

本学で演習科 目で学生諸君に起案 してもらうと

きに,書直 し･再提出があれば, コメントをつ

けて返す と言っているのですが,あまり希望者

がいません｡最初の起案で指摘 した点について,

部分的な訂正 を加 えて再提出 して くる例はあり

ますが,全体 を見直 して文章力をレベルアップ

する努力が足 りないですね｡私の場合,今でも

準備書面を書 くのに一度で仕上げるとい うこと

はほとん どあ りません｡特に長い準備書面ほど

何度 も見直 して,見直すごとに訂正 しなければ

ならない ところが出てきます｡完壁な文章なん

て最初から書けるわけはないので,繰 り返すこ

とによってはじめてまともな文章が書けるよう

になるものだ と思いますね｡学生諸君には,そ

うい うことについてもう少 し手間をかけて欲 し

い と思いますね｡

8 ひとこと

学生 学生 と修了生 とに対 して一言ずついた

だけますか｡

森田 現役生についてい うと, もうい まの3
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年生 も含めて非常に人数が減 っているわけです

ね｡これは,あまり健全な状態ではない と思い

ますが,ただ非常に濃密な指導が可能になって

いると思います｡つまり,教員全員が全学生を

把捉 しているので,教員 と学生 との距離 もより

近い とい う状況にあります｡そこで,学生諸君

には,教員 とのコミュニケーションを積極的に

とるようにして欲 しい と思いますね｡

卒業生に対 してはやはり学校に来て勉強 して

欲 しい と思いますね｡それがいろんな条件で難

しい人 もいると思いますけれども,1人で勉強

するのは リスクが大 きいです｡自己流の学修で

一歩間違 って しまうと,誤解 した状態での自分

の体系ができて しまいます｡そうい う怖 さがあ

るので,やは り仲間 と議論 した り,答案を善 く

にしても読みあわせをするなどしたほ うがよい

と思いますね｡

9 最後に

学生 これからのお仕事に対する抱負や不安

等がありましたら聞かせて ください｡

森田 そ うですね,不安に関 して言 うと,辛

や閉鎖的な,孤独な仕事になって しまうのでは

ないか と心配です｡また身体を動かすことが少

な くなるので,健康面でも少 し気をつける必要

があると思 っています｡

抱負については,今度の仕事自体は,結局は

私が望んでやるものであり,また自分の一番関

心のある分野について専念できるわけですから,

私自身非常に期待 しているわけです｡いままで

とは違 った人間関係ができることになるので,

そのことについての不安 もあるけれども,そこ

も期待を持 って臨みたい と思います｡法科大学

院に来るときは,不安は, もっと大 きかったわ

けです よ｡私には,単発の講演等を除いて,請

義経験がない し,学生 との人間関係についても

大 きな不安がありました｡それでも,なん とか

やってきて,法科大学院での仕事 と生活は,私

にとっては非常に楽 しく,また有益で した｡そ

うい う意味では,新 しい世界に飛び込むことに
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は意味がある,やるに値すると思 っています｡

逆にい うと,そ うい う決断ができたのは法科大

学院の経験があったからこそと思いますね｡ と

ちょっときれいにまとめましたね｡

学生 弁護士をやめる,い ったん仕事 を離れ

ることについては,何か気持ちの上で感慨のよ

うなものはありますか ?

森田 だか ら,一本道です｡や っぱ り自分自

身に 1つけじめをつけようとい うことですね｡

学生 どうもあ りが とうございました｡

その後,研究室にて

学生 ゲス トのような形で,また大学に来て

いただ くことはできないのですか ?

森田 兼職禁止規定 との関係で難 しいかもし

れませんが,ADR特講では国の機関の人がゲ

ス トとして話をする場合があるので,ああい う

形では可能かもしれませんが,何 ともいえません｡

学生 ぜひやっていただきたいですね｡

森田 大学で講義 を行 うことは,自分自身に

とっても勉強にな り,有益なので,それができ

ないのは少 し残念です.でも何 より,新 しい職

場で答申を作成する中で自己実現することを最

優先 しようと思い定めています｡

学生参加者 今吉裕己

小口佳代子

平井雅貴

イ ンタ ビュー日 2011年 9月 16日


	ロージャーナル-11
	ロージャーナル-11-2
	ロージャーナル-11-3
	ロージャーナル-11-4
	ロージャーナル-11-5
	ロージャーナル-11-6
	ロージャーナル-11-7

